
令和 ６年  月  日 

 

七尾市長 茶谷 義隆 様 

 

世帯主氏名               

 

 

被災状況申出書 
 
 
 建設型応急仮設住宅の入居を申し込むにあたり、被災した住宅の状況等について
は、次のとおりで間違いありません。 
 

 

被災した住宅の所在地：  七尾市                          

 

 

【被災状況等の確認】 該当する項目に☑を付けてください。（  部分も含む。） 

１ 被災した 

住宅の状況 

□ 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない 

□ 半壊（「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。）であっても、住宅として再利用で 

きず、やむを得ず解体を行う 

□ 住宅を解体した後、遅滞なく解体証明書など住宅を解体したことが分かる書類を 

提出する。 

□ 以下のいずれかに該当し、長期（概ね１ヵ月以上）にわたり自らの住宅に居住できな 

いと市町長に認められた 

□ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある 

□ ライフライン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶している 

□ 地滑り等により避難指示等を受けている 

□ 応急危険度判定により、「危険（赤色）」と判定され、住宅に立ち入ることが 

困難 

□ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が 

１か月を超えると見込まれる（半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者 

に限る。） 

□ その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた 

２ 資力要件 
自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない 

□ はい   □ いいえ 

３ 個人情報 
記載された個人情報を、被災者支援のため、他の行政機関等に提供することの同意 

□ 同意する □ 同意しない 

４ その他 

１ 災害救助法が適用された市町に、令和６年１月１日時点において在住していた 

  □ はい   □ いいえ 

２ 災害救助法による被災した住宅の応急修理を申請しておらず、今後の予定もない 

  □ はい   □ いいえ 

３ 既に応急仮設住宅の提供を受けていない 

  □ はい   □ いいえ 

４ 申込者及び入居者が暴力団構成員等ではない 

□ はい   □ いいえ 

５ 罹災証明書を申請済み（２次調査申請を含む）である 

□ はい   □ いいえ 

６ 罹災証明書が発行後、すみやかに写しを提出する 

□ はい   □ いいえ 

７ 罹災証明書の判定で半壊未満等の場合、すみやかに退去する 

  □ 同意する □ 同意しない 

（裏面へつづく） 



 

５ 被災した

住宅の状況

に追記事項

があれば記

載してくだ

さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 被災状況が確認できる写真を貼付してください。 

  写真の印刷が難しい場合はメール件名に申込者氏名、メール本文に被災した住所、連絡先を

記載の上、下記アドレスあてにデータ送付をお願いいたします。 

toshikenchiku@city.nanao.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貼  付】 


